
新年のご挨拶 

令和 3年度税制改正大綱の目玉！！ 
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世界を襲った災禍は猛威をふるい続けています。今年の各新聞の予想を見ますと、日本経済全体では昨年の

コロナウィルス禍による反動での緩やかな景気回復を予想し、地方紙を見渡せば主要 5 業種（建設、製造、

運輸・情報通信、卸・小売り、サービス）のうち、建設を除く 4 業種で 2020 年より「良くなる」「やや良

くなる」とした割合が「悪くなる」「やや悪くなる」とした割合を上回っています。地方も含めた国内全体

で、コロナ禍の反動増を期待している背景があるようです。また、コロナ禍の自社への影響がいつまで続く

かについては「2022 年以降まで続く」との見通しが一番多く（31.5%）、7 割の企業が少なくとも半年以

上は継続すると答えております。 

コロナ禍以前の状態に戻るのは数年必要との認識の上で、今後の経営を考える必要があるでしょう。そう

であれば、これまで以上に本業を見直し、経営に磨きをかけ、また、見通しが難しいからこそ事業計画を策

定する意味があると考えます。 

計画との乖離や誤差はあって当然です。それを何度も書き換えて、事業を進めていくことが必要です。 

厳しい経済状況の中、生き残っていくためには必要なことではないでしょうか。 

 

 

 

 

                                              

 

                                              

 

1：中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設  

 

（概要）経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づくＭ＆Ａを

実施した場合に、①設備投資減税 ②雇用確保を促す税制 ③準備金の積立 を認める措置を創設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
（適用時期）改正中小企業等経営強化法の施行の日（未定）から 2024年（令和 6年）3月 31日までに経営力向上

計画の認定を受けた株式等の取得に対して適用する。 

 

2：中小企業設備投資税制の延長等（所得税・法人税等）  

（概要） 

①  「中小企業経営強化税制」について、摘要期限を 2 年間延長する。また、本税制の利便性を向上させる

ため、適用の前提となる計画認定手続きを柔軟化する。 

（例．工業会の証明書の取得と同時並行で、計画認定に係る審査を行うことにより、手続を迅速化） 

 
②  「中小企業投資促進税制」に「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」も取り込む形で制度を一本
化した上で、適用期限を 2 年間延長する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（適用期限）2023（令和 5）年 3 月 31 日までの間に事業の用に供した資産に適用される。 
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